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一
に
つ
い
て

温
泉
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
温
泉
の
成
分
等
の
掲
示
に
つ
い
て
は
、

従
来
か
ら
、
利
用
施
設
に
お
け
る
温
泉
成
分
分
析
の
結
果
（
以
下
「
分
析
結
果
」
と
い
う
。
）
を
掲
示
す
る
こ
と
を
原
則
と

す
る
が
、
温
泉
の
ゆ
う
出
口
と
利
用
施
設
と
の
間
で
温
泉
の
成
分
に
差
異
が
無
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
利
用
施
設
に
お

け
る
分
析
結
果
に
代
え
て
ゆ
う
出
口
に
お
け
る
分
析
結
果
を
掲
示
し
て
も
差
し
支
え
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
温
泉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
二
号
）
の
施
行
に
併
せ
、
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設

置
す
る
市
及
び
特
別
区
（
以
下
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
「
温
泉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に

つ
い
て
」
（
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
付
け
環
自
整
第
百
四
十
八
号
環
境
省
自
然
環
境
局
長
通
知
）
を
通
知
し
た
際
に
も
、

改
め
て
明
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
都
道
府
県
等
に
お
い
て
は
、
温
泉
の
成
分
等
の
掲
示
に
係
る
事
務
を
適
正
に
行
っ
て
い

る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
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い
て

一



公
衆
を
入
浴
さ
せ
る
施
設
で
あ
れ
ば
、
温
泉
を
利
用
し
た
施
設
も
公
衆
浴
場
に
該
当
し
、
公
衆
浴
場
法
（
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
百
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に
基
づ
く
条
例
の
適
用
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
の
発
生
防
止
対
策
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
の
発
生
事
例
の
原
因
及
び
平
成
十
三
年
度
厚
生

労
働
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
「
循
環
式
浴
槽
に
お
け
る
微
生
物
に
関
す
る
研
究
」
を
踏
ま
え
る
と
、
浴
槽
水
の
換
水
の

み
で
は
十
分
で
は
な
く
、
レ
ジ
オ
ネ
ラ
属
菌
が
屋
外
か
ら
浴
槽
水
へ
侵
入
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
構
造
設
備
上
の
措

置
、
浴
槽
、
配
管
、
循
環
ろ
過
装
置
等
に
お
け
る
生
物
膜
の
発
生
防
止
及
び
除
去
を
行
う
た
め
の
洗
浄
、
消
毒
等
の
衛
生
管

理
上
の
措
置
並
び
に
循
環
水
の
微
粒
子
が
空
気
中
に
分
散
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
組
み
合
わ
せ
て
講
ず
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
都
道
府
県
等
に
対
し
、
公
衆
浴
場
の
営
業
者
等
が
こ
の
よ
う
な
措
置
を
実
施
す
る
よ
う
指
導
を
依
頼
す
る
と

と
も
に
、
平
成
十
四
年
九
月
に
入
浴
施
設
に
お
け
る
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
防
止
対
策
の
実
施
状
況
の
緊
急
一
斉
点
検
の
実
施
を
依

頼
し
、
本
年
一
月
に
そ
の
集
計
結
果
を
公
表
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
と
も
、
公
衆
浴
場
の
営
業
者
等
に
対
す
る
衛
生
管
理
上
の
措
置
等
に
関
す
る
情
報
提
供
や
衛
生
指
導
の
推
進
等
に
よ

り
、
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
発
生
防
止
対
策
の
充
実
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

二


